
徳
島
県
告
示
第
九
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

年

月

日

株
式
会
社
三
葉

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
葛

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ.

松
茂

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
南
ノ
川

児
童
発
達
支
援

令
和
四
年
一
月

原
一
丁
目
二
番
三
五
号

ｗ
ｉ
ｎ
ｇ

四
三
│
一

放
課
後
等
デ
イ

一
日

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
か
も
な

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
二
〇
三

こ
ど
も
サ
ポ
ー
ト
教
室
か

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
二
〇
三

同

同

二
月

│
一

も
な

│
一

一
日

有
限
会
社
ケ
ア
ー
ズ

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
八
七
九

ブ
ロ
ッ
サ
ム
ジ
ュ
ニ
ア

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
東
裏
二

同

同

番
地

浦
島
ビ
ル
一
〇
五

徳
島
北
教
室

四
│
五


